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令和６年介護報酬改定に伴う料金変更のお知らせ 

 

 春 分 の 候 、 皆 様 に お か れ ま し て は ま す ま す ご 清 祥 の こ と と お 慶 び 申 し 上 げ ま す。       

平素より当法人の事業所にご理解ご協力いただき、誠に有難うございます。 

 さて、令和６年４月より介護報酬改定に伴い、当事業所も下記の通り、一部変更させて頂く事と

なりました。 

今後もより一層のサービス向上に努めて参りますので、宜しくお願い致します。 

 

記 

 

 令和 6 年 4 月～ 単位数 

身体介護 
20 分以上 30 分未満 ２５０単位 → ２４４単位 

30 分以上 1 時間未満 ３９６単位 → ３８７単位 

生活援助 
20 分以上 45 分未満 １８３単位 → １７９単位 

45 分以上 ２２５単位 → ２２０単位 

 

 

取得する加算 

特定事業所加算（Ⅱ） 所定単位数の１０％を加算 

福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

福祉・介護職員特定処遇改善加算（Ⅰ） 

ベースアップ等支援加算 

 

 

※ 各利用者様宅へは、随時 訪問し説明させて頂きます。 

  不明な点がございましたら、樋口までお問い合わせ下さい。 

                                  ０５５１－２２－８８３１ 

 

 


